
 

 

電子証明書の更新 

電子証明書の更新が必要な管理者もしくは利用者に、以下の方法で更新案内が通知されます。 

更新案内が通知されたら、電子証明書の有効期限が切れる前までに更新を行ってください。 

 

● Ｅメールによるお知らせ 

電子証明書の有効期限 30 日前、10 日前にＥメールによる更新案内が通知されます。 

 

● ステータス画面によるお知らせ 

法人 IB サービスのログオン後に表示される「ご契約先ステータス」画面に、電子証明書の有効

期限 30 日前から更新案内が表示されます。 

 

＜「ご契約先ステータス」画面＞ 

 

 

重要 
◆電子証明書更新の有効期限日を過ぎますと、法人 IB サービスにログオンいただけな

くなります。 

その場合は、ログオン前の電子証明書取得から新しい電子証明書を取得してくださ

い。 

 

また、電子証明書の有効期限日から９０日を超過しますと、電子証明書を取得いた

だけなくなります。 

その場合は、当金庫にて再発行処理が必要となりますので、当金庫までご連絡くだ

さい。 

  



 

 

 電子証明書を更新する 1.1

有効期限の３０日前から有効期限日までに、電子証明書を更新してください。 

 

操作説明 

 

① 法人 IBサービスのログオン後に表示される「ご

契約先ステータス」画面を開きます。 

 

② 証明書更新をクリックします。 

※有効期限の３０日前から証明書更新を表示します。 

 

 

⇒別ウィンドウで、「電子証明書更新前処理中」

画面が表示されます。 

※電子証明書の更新前処理が完了後、自動的に次画面が表示

されます。 

 

 

③ 更新をクリックします。 

⇒「Ｗｅｂアクセスの確認」ダイアログが表示

されます。 

＜Windows 7 の場合＞ 

 

＜Windows Vista の場合＞ 

 

 

 

④ 更新する場合は、はいをクリックします。 

※本画面は２度表示されますので、それぞれはいをクリック

します。 

 

⇒「新しいＲＳＡ交換キーを作成します」ダイア

ログが表示されます。 

 



 

 

 

⑤ セキュリティレベルが「中」であることを確認

し、OK をクリックします。 

 

 

⇒「電子証明書発行処理中」画面が表示され、

電子証明書の更新処理が始まります。 

 

※電子証明書の発行処理が完了後、自動的に次画面が表示さ

れます。 

 

＜Windows 7 の場合＞ 

 
＜Windows Vista の場合＞ 

 

⑥ はいをクリックします。 

 

⇒「電子証明書のインストールが完了しました」

画面が表示されます。 

 

 

⑦ 発行された電子証明書の内容を確認します。 

 

⑧ このウィンドウを閉じるをクリックします。 

 

 ※電子証明書更新後、法人 IB サービスはログオフせず、継

続してご利用いただけます。 

 

 



 

 

 

 古い電子証明書を削除する 1.2

新しい電子証明書が正常に取得（更新）されたことが確認できましたら、古い電子証明書を削除し

てください。 

なお、誤って新しい電子証明書を削除した場合、すみやかに当金庫までご連絡ください。 

 

操作説明 

 

① ブラウザの「ツール」から「インターネットオ

プション」の順にクリックします。 

 

⇒「インターネットオプション」画面が表示さ

れます。 

 

 

② 「コンテンツ」タブを選択し、証明書をクリッ

クします。 

 

⇒「証明書」画面が表示されます。 

 



 

 

 

③ 「個人」タブに以下のように電子証明書が表示

されることを確認します。 

項目名 表示 

発行先 ●管理者 

「契約者ＩＤ（利用者番号）」＋

当金庫の「金融機関コード」 

●利用者 

「契約者ＩＤ（利用者番号）」＋

「利用者ＩＤ」＋当金庫の「金

融機関コード」 

発行者 「 Shinkin Internet Banking 

Intermediate CA」 

有効期限 電子証明書を取得した日から 1

年後の日付 

フレンドリ名 ＜なし＞ 

 

④ 削除する電子証明書を選択し、削除をクリック

します。 

⇒「証明書の削除確認」画面が表示されます。 

※有効期限の日付が古い電子証明書を選択してください。 

注意 誤って他の電子証明書や更新後の電子証明書を削除し

ないようにご注意ください。 

 

 

④ はいをクリックします。 

⇒古い証明書が削除されます。 

 

⑤ 閉じるをクリックします。 

⇒画面が閉じます。 

 


